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人事権の市町村移譲について
文科の考えは

 この制度については、平成１７年中央教育審議会答
申を踏まえ、中核市等の一定規模の市などが、地域
の実情に応じた教育の展開、地域に根ざした人材の
育成という観点から、指定都市と同様の人事権を、
早期に移譲することを求めている。特に、教職員の
研修を義務付けられている中核市からは、研修した
教職員が都道府県の人事異動で市外へ異動させられ
るという不都合が生じることから、人事権の移譲を
求める声が大きい。

 こうした人事権の問題については、都道府県に人事
権があることにより、教職員を育成すべき市町村の
当事者意識が薄らぐという意見や、人事権を移譲し、
市町村で教職員を採用することにより、責任と権限
を一致させるべきであるなどの意見があった。

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/tb_h26fu_10_mext05.pdf

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/tb_h26fu_10_mext05.pdf


過去には全国市長会からも提案が

https://www.mayors.or.jp/opinion/teigen/documents/1903ky

ouikuteigen.pdf



限定された地域のみでの
異動となる場合の具体的なイメージ

 兵庫県では、採用は県で行うが異動は基本的に最初に赴任した市内でのみ行われ
る。→芦屋市では、教員が自ら希望して教育に関する研究を行うことができ、そ
こに市の独自財源で予算をつけている。市内でしか異動がないため、人材育成に
投資をすればそのまま市内に成果が返ってくる。

 大阪では、豊能地区３市２町で教職員人事協議会を持ち、地域で採用している。
（政令市以外では日本で初めて市町村への人事権の移譲）

 2025年度（令和7年度）教員採用選考試験の最終選考結果では、全体の最終倍率
は、大阪市が2.8倍、堺市が3.1倍、大阪府豊能地区が4.0倍、兵庫県は3.6倍。な
お、同年の東京都の最終倍率は1.７倍

 町田で人事権を持つ、町田だけで異動するシステムにすると、地元町田市で働き
たいというニーズのある教員の希望に確実に応えられる。

 町田に家を買い、町田で子どもを産み、町田に働く。

 通勤時間が長くならないよう、考えて住居を構えることができる。

 自治体独自の取り組みを進めることが可能→例えば、車通勤や自転車通勤を全面
解禁、学校と家の経路にある保育園への優先入園等。



現在、東京都が児相を設置しているが
市が設置すると多くの権限がおりてくる



待機児童対策、今後の保育ニーズ量の変動…。
子どもたちの福祉に関して、よりスピーディかつ
柔軟な対応が求められる時代になっていく可能性も

 すでに、都立児童相談所が市の建物でともに仕事を始めている

 都立児相→市立児相への権限の移譲もしやすい環境では

 保育施設の設置、指導検査に関する業務を一括して市で受け持つことでチェッ
クが二重になる部分をなくしたり、柔軟なスケジュールの組み立てなどで、よ
りスピーディで効率的な保育行政の実現、保育政策の実現ができるのでは。

 児童設置自治体の児童福祉審議会では、子どもの福祉に関する重要な審議を行
う。今後も、保育行政に関連する規制緩和等について新たな国の方針がでた際
には、都の児童福祉審議会での意見聴取が必要となる可能性もあるのではない
か。（認可保育園の転用等）

 都から市への児相事務の移管はすぐにはできない。何年かかけて人材の確保、
職員の育成等を行うものである。だからこそ権限移譲の必要性、そのメリット
については市としても常に検討をしておくべき。


